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現計画（第8次静岡県保健医療計画）の概要　
区分 内　容 

法的根拠 医療法第30条の４及び６ 

計画の性格 県の総合計画（富国有徳の美しい“ふじのくに”の人づくり・富づくり）の分野別計
画 であり、本県における保健医療施策の基本指針 

計 画 期 間 2018年度（平成30年度）から2023年度（令和５年度）までの６年間 

２次保健医療圏 入院医療の提供体制を確保するための一体の区域（県下８医療圏） 

基準病床数 

療養病床及び一般病床２６，７２０床（８圏域） 
精神病床　　　　　　　５，３８８床（県全圏域） 
結核病床　　　　　　　　　　８２床（県全圏域） 
感染症病床　　　　　　　　　４８床（県全圏域） 

疾病・事業等に係
る医療連携体制 
の構築 

６疾病（がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患、糖尿病、肝炎、精神疾患） 
５事業（救急医療、災害時における医療、へき地の医療、周産期医療、 小児医療
（小児救急医療を含む。）） 

在宅医療（訪問診療の促進、訪問看護の充実、歯科訪問診療の促進、かかりつけ薬局
の促進、介護サービスの充実） 

圏域別計画 医療資源や住民の健康状態等は圏域ごとに実状が異なることから、地域の状況に応じ
て、６疾病５事業及び在宅医療に関する圏域別の計画を策定。 

その他 団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けた取組、医療機関の機能分担と相互連
携 、地域包括ケアシステムの構築　ほか 
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2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2025年度 2026年度 2027年度 2028年度 2029年度 2030年度 2031年度

第８次静岡県保健医療計画

（６年計画 2018～2023年度）

第９次静岡県保健医療計画

（６年計画　2024～2029年度）
第10次静岡県

保健医療計画

第９次長寿社会保健福祉計画
(第８期介護保険事業(支援)計画)

  介護保険計画
  の検討・作成

 次期保健医療
 計画  の検討・作成

  介護保険計画
  の検討・作成

　
　
　
　
　

医
療
と
介
護
の
総
合
的
な
確
保

第10次長寿社会保健福祉計画
(第９期介護保険事業(支援)計画)

第11次長寿社会保健福祉計画
(第10期介護保険事業(支援)計画)

第12次計画
（第11期計画）

保健医療計画
策定作業部会

改定 改定

同時改定

改定
診療
報酬

改定

介護
報酬

改定 改定

同時改定

改定

改定

  保健医療計画
  の中間見直し

 次期介護保険
 計画  の検討・作成

地域医療構想調整会議:地域医療構想の推進と検証
※2025年度以降の体制は国で検討中

保健医療計画及び長寿社会保健福祉計画の計画期間

3

・国の医療介護総合確保方針に基づき、医療計画と長寿計画は、整合性を確保しながら、同時に改定。
・その他の関連する計画とも、整合性をとりつつ改定作業を進めていく。



第９次静岡県保健医療計画の策定体制
＜各種専門家会議の実施＞
・6疾病5事業等、各専門分野を協議
　○県がん対策推進協議会
　○県循環器病対策推進協議会
　○県救急・災害医療対策協議会
　○（仮称）感染症対策連携協議会
　○看護職員確保対策連絡協議会　等

医療計画
策定作業
部会

計画案
全体の協議

医療
審議会

計画案全体の
協議、承認

地域包括ケア推進
ネットワーク会議

○認知症施策推進部会
○地域ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ推進部会
○社会福祉施設等感染症対策推進部会

地域包括ケア推進
ネットワーク会議（８圏域）

<

医
療>

<

福
祉>

<

介
護>

連携

連携

＜委員 11人＞
審議会委員及び専
門委員で構成

＜委員30人＞
医師、歯科医師、
薬剤師、受療者、
学識経験者で構成圏域計画案への意見・調整

分野別計
画案への
意見・調整

分野別計画案への意見・調整

計画案
への意見
・調整

分野別
計画案
への意見
・調整

＜各圏域会議の実施＞
・圏域計画、地域医療構想等を協議

　

※【８圏域・区域】賀茂、熱海伊東、駿東田方、富士、
　　　　　　　　　静岡、志太榛原、中東遠、西部
※「駿東田方」区域の調整会議については、「駿東」、
　「三島田方」に分割して設置

地域医療構想調整会議（８区域・９会議）

地域医療協議会（８圏域・８会議）

医療
対策
協議会

地域医療構想
及び

医療従事者確保

医療従事者確保
に関すること
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医療審議会（同計画策定作業部会）・医療対策協議会委員
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区分 氏　　名 所属団体名・役職名 部会

審
議
会
委
員

 ◎紀平　幸一  静岡県医師会会長 　
　　加陽　直実  静岡県医師会副会長

　　齋藤　昌一  静岡県医師会副会長 部会長
　　福地　康紀  静岡県医師会副会長

　　木本　紀代子  静岡県医師会会員

　　谷口　千津子  静岡県医師会会員

　　毛利　博  静岡県病院協会会長 〇
　　荻野　和功  静岡県病院協会副会長

　　伊藤　惠利子  静岡県病院協会参与

　　山岡　功一  静岡県精神科病院協会副会長

　　大松　高  静岡県歯科医師会会長

　　大内　仁之  静岡県歯科医師会専務理事 〇
　　松田　美代子  静岡県歯科医師会理事

　　石川　幸伸  静岡県薬剤師会会長

　　山口　宜子  静岡県薬剤師会常務理事 〇
　　小野　達也  静岡県市長会（伊東市長） 〇
　　太田　康雄  静岡県町村会（森町長） 〇
　　田中　弘俊  健康保険組合連合会静岡連合会

　　長野　豊  全国健康保険協会静岡支部長 〇
　　石田　友子  認知症の人と家族の会静岡県支部　代表

　　稲葉　由子  しずおか女性の会運営委員

　　今野　弘之  国立大学法人浜松医科大学学長 〇
　　渡邊　昌子  静岡県看護協会会長 〇
  ○杉本　好重  静岡県議会厚生委員会副委員長

　　山本　たつ子  静岡県社会福祉協議会理事

　　多田　みゆき  静岡県訪問看護ステーション協議会副会長 

　　木苗　直秀  県立大学特別顧問

　　佐野　由香利  静岡新聞社編集局社会部記者

　　鈴木　みちえ  順天堂大学保健看護学部客員教授

　　中村　祐三子  NPO法人静岡県介護支援専門員協会理事

専門
委員

　　小林　利彦  地域医療構想アドバイザー 〇
　　竹内　浩視  地域医療構想アドバイザー 〇

所属団体 団体職名 氏　　名

 静岡県医師会 副 会 長 ◎齋藤　昌一

 静岡県医師会 理　　事 小野　宏志

 静岡県立静岡がんセンター 病 院 長 小野 裕之

 県立こども病院 院　　長 坂本　喜三郎

 伊東市民病院 管 理 者 川合　耕治

 富士市立中央病院 院　　長 児島　章

 藤枝市立総合病院 院　　長 中村　利夫

 磐田市立総合病院 事業管理者 鈴木　昌八

 順天堂大学医学部附属静岡病院 院　　長 佐藤　浩一

 県立総合病院 院　　長 小西　靖彦

 聖隷三方原病院 院　　長 荻野　和功

 伊豆今井浜病院 院　　長 小田　和弘

 浜松医科大学 副 学 長 松山　幸弘

 国立病院機構静岡医療センター 院　　長 岡﨑　貴裕

 静岡県病院協会 会　　長 毛利　　博

 静岡県市長会 焼津市長 中野　弘道

 静岡県町村会 森 町 長 ○太田　康雄

 静岡県地域女性団体連絡協議会 会　　長 岩崎　康江

 静岡県社会福祉協議会 会　　長 神原　啓文

 静岡新聞社 編集局記者 大須賀　伸江

 地域医療構想アドバイザー 会　　員 小林　利彦

 地域医療構想アドバイザー 特任教授 竹内　浩視

 静岡社会健康医学大学院大学 副学長 浦野　哲盟

＜医療審議会＞◎会長、〇副会長　　　　　　　　　　　　　　　R5.4.1時点 ＜医療対策協議会＞◎会長、〇副会長　　　　　　　　　　　R5.4.1時点



区分 令和４年度　
令和５年度

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

県
全
体

 医療審議会 第２回
(3/27) 　 　

　

　
 第１回
【骨子】
（8/30）

　 　 　
 第２回
【素案】
（12/22）

　 　
第３回
【最終】
(3/26)

 保健医療計画
 策定作業部会

第１回
(12/1)

第１回
（5/24)

 第２回
【骨子】
（8/9）

 第３回
【素案】
（12/6）

第４回
【最終】
(3/12)

 医療対策協議会
 ※地域医療構想、医療従　　
事者確保を協議

第３回
(3/14)　

 第１回
【骨子】
（7/12）

第２回
【素案】
（11/21）

第２回
【最終】
（2/29）

各
圏
域

 地域医療協議会
第１回
【骨子】

第２回
【素案】

第３回
【最終】 地域医療構想

 調整会議

　関連会議
（各専門家会議）

事
務
局

 本庁関係各課 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

 各保健所 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　

策
定
指
針
の
提
示
（
厚
労
省
）

次
期
医
療
計
画
（
骨
子
案
）

次
期
医
療
計
画
（
素
案
）

次
期
医
療
計
画
（
最
終
案
）

2次医療圏・構想区域

基準病床数

在院患者調査

圏域別計画の作成 圏域版（素案）作成

計画（素案）作成

圏域版（最終案）

計画（最終案）作成

パブコメ

関係団体
意見聴取

第９次静岡県保健医療計画の策定スケジュール（案）
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骨子作成協議 素案作成協議 最終案協議



第9次静岡県保健医療計画の全体構成（案）
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第１章 基本的事項
　基本理念、計画期間、将来に向けた取組
　地域包括ケアシステム　等

第２章 保健医療の現況
　人口、受療動向、医療資源　等

第３章 保健医療圏
　保健医療圏設定の基本的な考え方
　保健医療圏の設置、基準病床数　等

第４章 地域医療構想
　構想区域、２０２５年の必要病床数・在宅医療の必
要量、実現に向けた方向性　等

第５章 医療機関の機能分化と相互連携
　医療機関の機能分化と連携、公的病院等の役割
外来医療に係る医療提供体制の確保（かかりつけ
医・外来機能報告等）、医療ＤＸ　等

第６章 疾病・事業・在宅医療ごとの医療連携体制
　がん、脳卒中、心血管疾患、糖尿病、肝炎、
　精神疾患、救急、災害、へき地、周産期、小児、
　在宅医療、新興感染症発生・まん延時における医療

第７章 各種疾病対策等
　感染症、結核、エイズ、難病、認知症、アレルギー
疾患、移植医療、血液確保、治験、歯科保健医療

　慢性閉塞性肺疾患（COPD)、慢性腎臓病（CKD)

第８章 医療従事者確保
　医師、歯科医師、薬剤師、看護職員、ふじのくに勤
務環境改善支援センター、介護サービス事業者　等

第９章 医療安全対策の推進
　医療安全支援センター　等

第10章 健康危機管理対策の推進
　健康危機管理体制、医薬品等安全対策、食品の安全
衛生、生活衛生対策　等

第11章 保健・医療・福祉の総合的な取組の推進
　健康寿命の延伸、高齢化に伴い増加する疾患等対策
　高齢者・母子・障害者保健福祉　等 

第12章 計画の推進方策と進行管理
　数値目標の進行管理

２次保健医療圏版（別冊）
　各圏域における疾病・事業・在宅医療ごとの医療連
携体制　等

※下線は主な新規・修正項目



各項目における記載事項【圏域版】（案）
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○ 基本的な構成は、現計画と同様の記載とする
○ 冒頭で、各圏域の「対策のポイント」を記載
○ ３の冒頭に、重点的に取り組む事項等に係る数値目標を設定

＜圏域版の構成＞ 
【対策のポイント】 
１　医療圏の現状 
（１）人口及び人口動態 （年齢階級別人口、将来推計人口、出生、死亡の状況）
（２）医療資源の状況  （医療施設の設置状況、医療従事者数）

２　地域医療構想 
（１）2025年の必要病床数 
（２）在宅医療等の必要量
（３）医療機関の動向
（４）実現に向けた方向性

３　疾病・事業及び在宅医療の医療連携体制 
【数値目標】（重点的に取り組む事項等に係るもの） 
（１）現状と課題
（２）施策の方向性
 

＜該当する疾病・事業等＞
がん、脳卒中、心筋梗塞等の心血管疾患
糖尿病、肝炎、精神疾患
救急、災害、へき地、周産期、小児
在宅医療、認知症、地域リハ



次期医療計画（在宅医療分野）策定のポイント（国研修会資料から）

1

資料1-2
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国指針の概要（在宅医療分野）
○現行の県医療計画と次期計画策定に向けての国指針の比較

次期計画に向けての国指針第８次
静岡県計画区分

国指針の概要方向性

２次医療圏にこだわらず、できる限り急変時の対
応体制(重症例を除く。)や医療と介護の連携体
制の構築が図られるよう(中略)市町村単位や保
健所圏域等の地域の医療及び介護資源の実情に
応じて弾力的に設定

地域の実情に
応じて設定２次医療圏在宅医療の圏域

在宅療養支援診療所、在宅療養支援病院等の
地域において在宅医療機関を担っている医療機関
※自ら24時間対応体制の在宅医療を提供するとととも
に、他の医療機関の支援も行いながら、医療や介護、
障害福祉の現場での多職種連携の支援を行う病院・
診療所

位置付ける位置付け無積極的役割を
担う医療機関

地域の実情に応じ、病院、診療所、訪問看護事
業所、地域医師会等関係団体、保健所、市町村
等の主体のいずれか
※市町村が行う在宅医療・介護連携推進事業において
実施される取組との連携を図ることが重要

位置付ける位置付け無必要な連携を
担う拠点



◎在宅療養支援病院
☆在宅療養後方支援病院

清水町

三島市

函南町 熱
海
市

伊東市

長
泉
町

裾野市

浜松市

川根本町

磐田市

掛川市

菊川市 牧之原市

御前崎市

森町 伊豆市

沼津市

伊豆の国市

東伊豆町西伊豆町

松崎町

南伊豆町

下田市

河津町

静岡市

富士宮市

島田市

富士市

焼
津
市

吉
田
町

御殿場市

小山町

袋井市

藤枝市

湖西市

西伊豆健育会病院

◎

下田メディカルセンター

◎

伊東市民病院

☆

熱海 海の見える病院

◎

伊豆赤十字病院

◎

伊豆韮山温泉病院

◎

伊豆保健医療センター

◎

NTT東日本 伊豆病院

◎

中島病院

◎

三島東海病院

◎

三島共立病院

◎

三島中央病院

◎

池田病院

◎
川村病院

◎

富士いきいき病院

◎

清水厚生病院

◎

白萩病院

◎

駿河西病院

◎

岡本石井病院

◎掛川北病院
◎

公立森町病院

◎

佐久間病院

◎

豊田えいせい病院

◎

浜松北病院

◎

浜松南病院

◎ 掛川東病院

◎

共立蒲原総合病院

☆

榛原総合病院

☆

菊川市立総合病院

☆

静岡てんかん・神経医療センター
☆

県内在宅療養支援診療所(病院)、在宅療養後方支援病院の届出状況（R5.2厚生局公表）
在宅療養支援診療所・・・①24時間連絡を受ける体制の確保②24時間の往診体制③24時間の訪問看護体制④緊急時の入院体制
（在支診） （在支診は連携先でも可）⑤連携する医療機関等への情報提供⑥年に１回、看取り数等を報告している⑦適

切な意思決定支援に係る指針を作成していること
在宅療養支援病院・・・上記在支診の①～⑦に加え、⑧許可病床200床未満であること又は当該病院を中心とした4km以内に診療所
（在支病） が存在しないこと⑨往診を担当する医師は病院当直を担当しない
在宅療養後方支援病院・・・病床200床以上の病院で連携する在宅医療を提供する医療機関の求めに応じて、あらかじめ届け出た在宅
（在後病） 患者を24時間受入可能な体制を敷く病院。3ヶ月に1回以上の連携医療機関との情報交換の実施も必要

②

①

⓪

③

②

⑩

⑨

㉒
⑱

⑧

①

⑥

②

⓪

④

⓪

①

①

②

⑰
㊹
(葵区)

㉒
(清水区)

㊵
(駿河区)

⑬

⑧

①

①

①

③

③

⑪

⑦

①

⑧
⑯②

⑦
(天竜区)

⑦
(北区)

⑪
(浜北区)

⑧
(南区)

⑪
(西区)

⑫
(東区)

㉗
(中区)

※市町名下の丸数字は各市町内の在宅療養支援診療所の数（政令市は各区ごとに表示。）

遠江病院

◎

3
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第９次静岡県保健医療計画 骨子案（富士圏域）

【（現計画）数値目標に対する進捗状況】

【圏域の課題】

・医師や看護師の不足により休床中の医療機関がある。

・救急医療の輪番体制が脆弱で、病院間の負担格差が大きい。

・特定健診の結果から、メタボリックシンドローム、肥満、高血圧、ＣＫＤの有病者及び習慣的喫

煙者該当割合が県の水準に比べて高い。

項目 策定時 現状値 目標値 進捗状況

特定健診受診率

（管内市町国保）

35.4％

（2015 年度）

33.4％

（2021 年度）

70%

（2022 年度）

数値の改善が見られない

新型コロナウイルス感染

症の影響あり

がん検診受診率

胃 10.7％

肺 35.5％

大腸 36.4％

子宮 45.4％

乳 39.7％

（2015 年）

胃 23.2％

肺 22.2％

大腸 20.1％

子宮頸 46.7％

乳 41.6％

（2020年、胃のみ2019

年）

肺:60％以上、

胃、大腸、子宮

頸、乳：50％以

上

（2023 年度）

数値の改善が見られない

新型コロナウイルス感染

症の影響あり

がん検診精密検査受診率

胃 88.2％

肺 75.7％

大腸 73.9％

子宮頸 61.4％

乳 94.8％

（2014 年）

胃 85.1％、肺

78.0％、大腸

73.1％、子宮頸

68.0％、乳 96.3％

（2019 年）

90%以上

（2023 年度）

改善はしたが達成は困難

新型コロナウイルス感染

症の影響あり

喫煙習慣のある人の割合

男性 36.8％

女性 10.3％

計 24.2％

(2014 年度)

男性 36.6%

女性 11.3%

計 24.8％

（2020 年度）

12%

（2022 年度）
数値の改善が見られない

【対策のポイント】

◯地域包括ケアシステムの構築に向けて地域医療構想を実現

・「急性期」「回復期」「慢性期」及び「在宅（日常）」の医療機能を充実・強化

・医療機能を担う医療機関等の明確な役割分担とシームレスな連携体制の整備

・隣接する静岡及び駿東田方医療圏との広域的な医療体制の確保

・医師確保の推進

◯特徴的な健康課題の解決

・地域、職域での予防、早期発見、早期治療開始・継続及び重症化予防に係る取組強化

・保険者、医療機関、行政等の関係機関の情報共有及びネットワークの整備

・住民、企業等の理解促進と積極的な取組を推進

資料１－４
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【施策の方向性】圏域の重点的な取組や特徴的な取組。※下線は新規事項

○がん

たばこ対策については、医師会、薬剤師会、市や職域保健と協働し、たばこ対策研修会の開催

や禁煙サポート体制を構築するなどの取組により、習慣的喫煙者の減少を図る。

各種がん検診の同時実施や特定健診との同時受診、アクセスしやすい検診会場の設定や会場型検

診の実施度により受診率の向上を図るとともに、精密検査未受診者に対する受診勧奨を行う。

がん診療連携拠点病院等が集学的治療を担い、がん診療連携病院やがん相談支援センターが拠点

病院と連携し、在宅での療養やターミナルケアについては診療所を中心に医療を提供するなど、役

割分担をより明確にすることにより、効率的で質の高い医療提供体制の整備を進める。

○脳卒中

地域・職域保健連携協議会などにより、特定健診等の受診率向上や保健指導の充実に向けた取組

等の情報交換等を行い、地域・職域連携を通じた健康づくりに取り組み、事業所に対する健康づく

りの普及啓発などを実施する。

○心筋梗塞等の心血管疾患

地域メディカルコントロール協議会において、消防機関と医療関係者、行政との連携強化を図る

ほか、広報などにより、心血管疾患に関する知識の地域住民への啓発に取り組む。

たばこ対策については、医師会、薬剤師会、市や職域保健と協働し、たばこ対策研修会の開催

や禁煙サポート体制を構築するなどの取組により、習慣的喫煙者の減少を図る。【再掲】

○糖尿病

予防教室や講演会を実施するなど、予防のための啓発活動を推進するとともに、保健師や管理栄

養士による受診勧奨や生活習慣の改善を促す保健指導を行う。

専門治療・急性増悪時治療については、引き続き現状の救急医療体制を維持することにより、必

要に応じて、専門的治療や急性増悪時の治療が早期に受けられる体制の確保を図る。

○肝炎

本県独自で、国が示す５疾病に追加している現状の位置付けについて、専門家会議で協議中

今年度改定予定の「肝炎対策推進計画 圏域版」の内容と整合をとる。

○精神疾患

うつ・自殺予防対策として、「富士モデル事業～一般医から精神科医への紹介システム～」を継

続実施する。

精神疾患については、精神保健福祉普及啓発講座により正しい知識の普及啓発を進める。また、

精神保健総合相談を中心に、患者や家族からの相談に対応するとともに、必要に応じて、精神保健

福祉センター等の専門機関や地域の精神科医療施設につなぎ、早期診断、早期治療に努める。

○救急医療

救急医療を担う医療施設、医療関係団体、市等の協議の場を通して調整を進め、救急医療体制の

確保を図る。

○災害医療

災害医療対策会議において、災害発生時の課題等を確認し、医療施設と医療関係者、行政との連

携強化を図る。

○へき地医療

当圏域に該当箇所がありません。

○周産期医療、小児医療

当圏域内で完結できない高度・専門的な医療については、隣接する保健医療圏の医療施設との連
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携により医療体制の確保を図る。

災害発生時には、小児周産期医療のリエゾンへ情報提供するとともに、特に新興感染症発生時に

は隣接する医療圏と連携して妊産婦・新生児の搬送体制等について検討を行い、連携強化に努める

○在宅医療

当医療圏の在宅医療・介護に関わる多職種連携を推進するため、市ごとに設置された在宅医療・

介護連携推進のための協議会や、圏域全体のネットワーク会議を通じて、在宅医療・介護に係る課

題を解決するための方策等について協議する。

○認知症対策

地域包括支援センター、認知症疾患医療センターとの連携、認知症初期集中支援チームの対応に

より、認知症の早期発見・早期治療、生活の支援につなげる。

○地域リハビリテーション【新規】

リハビリテーション専門職を派遣可能な医療機関を協力機関として指定し、通いの場や各市の介

護予防事業に派遣してもらうなど、専門職が地域で活動しやすい環境づくりを行う。

○医師確保【新規】

ふじのくに地域医療支援センター事業で実施している病院見学バスツアーを継続して開催する

とともに、富士医療圏の病院と連携して、専門医研修を受けることができるプログラムを充実させ

専攻医の増加を図る。また、「静岡県医師バンク」を通じ高齢医師等にもアプローチする。

【（次期計画）数値目標項目（案）】

【各種協議会等の開催状況、関係機関からの意見聴取等】

・令和５年 7月 4日

「富士地域医療協議会」にて、骨子案を協議

・令和５年 11 月上旬頃（予定）

「富士地域医療協議会」にて、素案を協議予定

項目 現状値 目標値 目標値の考え方

継

続

特定健診受診率（管内市町国

保）

33.4％

（2021 年度）
70%

ふじのくに健康増進計画の

目標値

がん検診精密検査受診率

胃 85.1％

肺 78.0％

大腸 73.1％

子宮頸 68.0％

乳 96.3％

（2019 年）

90%以上
県がん対策推進計画の目標

値

喫煙習慣のある人の割合

男性 36.6%

女性 11.3%

計 24.8％

（2020 年度）

12%
ふじのくに健康増進計画の

目標値

新

規
医師偏在指標 富士医療圏

150.4

（2019 年度）
161.9

静岡県医師確保計画の目標

値
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「二次医療圏」の設定

１ 「二次医療圏」の設定について

・特殊な医療を除く入院医療に対応し、医療機関の機能連携に基づく医療サービスと広域的専門的

な保健サービスとの連携等により、県民に包括的な保健医療サービスを提供する圏域。

・主として病院の病床及び診療所の病床の整備を図る地域的単位として設定、療養病床及び一般病

床の基準病床数を設定。（医療法第 30条の 4 第２項第 14 号、医療法施行規則第 30 の 30 第１項）

・設定にあたっては、受療動向、地理的条件、日常生活の需要の充足状況や交通状況等の社会的条

件等を考慮（医療法施行規則第 30の 29 第１項）

２ 医療計画作成指針（厚生労働省 R5.3.31）で示された二次医療圏の見直し基準

以上の全てに当てはまる場合（以下「トリプル 20基準」という）、入院に係る医療を提供する一

体の区域として成り立っていないと考えられるため、設定の見直しについて検討することが必要。

３ 現状の２次医療圏（８圏域）

４ 流入流出患者の把握（在院患者調査の実施）

（１）調査対象施設 県内病院 及び 有床診療所（前回同様）

（２）調査基準日 令和５年５月 24日（水）(前回：平成 29年５月 31 日（水））

（３）調査方法 対象医療機関へ調査票を発送、県医療政策課で回収、集計

① 人口規模が２０万人未満

② 流入患者割合が２０％未満

③ 流出患者割合が２０％以上

※前回（H29.3.31)の指針

から基準に変更なし

資料２
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賀茂 熱海伊東

駿東田方

富士

静岡

志太榛原

中東遠

西部
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20%
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40%

流
出
患
者
割
合

% 10% 20% 30% 40%

流入患者割合

二次医療圏別　入院患者の圏内への流入患者割合、圏外への流出患者割合

自己完結型 流入型

流出入型流出型

※下線の医療圏は人口20万人未満

５ 各医療圏の人口と流出入患者割合（今回調査結果）

トリプル 20基準に該当する二次医療圏は無い

６ 各圏域の状況

トリプル 20基準に該当する医療圏は無いが、各医療圏の現状について検証する。

（１）人口規模

・本県において人口 20万人未満の医療圏は、賀茂及び熱海伊東の２医療圏

・全国的には、令和２年１月時点で 335 医療圏のうち人口 20 万人以下は 158 医療圏（44.5％）、

10万人以下は 82医療圏(24.5％)となっている。（厚生労働省調査）

（２）患者流出入の状況

・圏域を「流出型」「自己完結型」「流出入型」「流入型」の４区分に分類

前回(H29) 前回(H29)

賀茂 583.35 57,040 25.9% 25.1% 39.7% 35.4%
下田市、東伊豆町、河津町、南伊豆町、
松崎町、西伊豆町

熱海伊東 185.79 96,878 27.8% 29.3% 39.5% 38.1% 熱海市、伊東市

駿東田方 1,276.79 628,306 21.0% 23.5% 9.3% 11.6%
沼津市、三島市、御殿場市、裾野市、伊豆市、
伊豆の国市、函南町、清水町、長泉町、小山町

富士 634.03 368,830 8.9% 10.5% 22.2% 21.3% 富士宮市、富士市

静岡 1,411.93 683,358 15.2% 15.8% 7.0% 8.4% 静岡市

志太榛原 1,209.36 446,212 4.5% 5.3% 18.3% 18.4%
島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市、
吉田町、川根本町

中東遠 831.14 460,846 8.3% 8.8% 23.0% 24.7%
磐田市、掛川市、袋井市、御前崎市、
菊川市、森町

西部 1,644.62 840,724 13.3% 14.2% 11.2% 9.7% 浜松市、湖西市

合計 7,777.01 3,582,194 - - - - -

　流入患者割合 　流出患者割合

　※網掛けは見直し基準に該当する項目（人口、流入患者割合、流出患者割合の３項目全てに該当すると、見直しの検討対象）
　　＜出典＞面積：国土地理院「全国都道府県市区町村別面積調」（令和４年10月1日現在）
 　　　　　  人口：静岡県経営管理部「静岡県年齢別人口推計」（令和４年10月1日現在）
　　　 　　  流出入患者割合：静岡県健康福祉部「在院患者調査」（令和５年５月24日（水）。前回は平成29年５月31日（水））

二次
医療圏

面積

㎢（  ）
人口
( 人 )

構成市町
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（３）各圏域の状況

区分 圏域 内容

自己

完結

型

・静岡

・志太榛原

・西部

・流出入が 20％未満であり、患者移動割合が少ない圏域

・３圏域とも 80～90％の高い自己完結率で推移

・西部の自己完結率は、前回より減少。患者数全体では、H29 調査時より減

少する中、県外流出患者数が横ばいなのが要因と考えられる。

流入

型
・駿東田方

・賀茂、熱海伊東、富士から多くの患者が流入

・自己完結率は前回より上昇し、90％を超えている。

流
出
型

・富士

・中東遠

・富士は、駿東田方へ、中東遠は西部へ主に流出

・自己完結率は、前回と比較し、富士は横ばい、中東遠は上昇

・富士の駿東田方への流出では、一般病床で、「静岡県立がんセンター」へ

の入院が半数を占めている。

・中東遠の西部への流出では、「浜松医科大学附属病院」、「聖隷浜松病院」

への入院が半数を占めている。

・いずれも、特定機能病院や高度救命救急センターなど、特殊な医療を担う

病院へ流出している状況となっている。

流出

入型

・賀茂

・熱海伊東

・自己完結率は、両圏域ともに減少

・特に、賀茂圏域が減少しているが、患者数全体では、H29 調査時より減少

する中、圏外流出数がほぼ横ばいなのが要因。

・一方で、圏外流出の内訳として、一般病床で「順天堂大学医学部附属静岡

病院」や「静岡県立がんセンター」への入院が、賀茂圏域では７割、熱海

伊東圏域では８割を占めている。

・いずれも、特定機能病院や３次救急医療施設など、特殊な医療を担う病院

へ流出している状況となっている。

（単位：人）

 駿東田方への流出 西部への流出

うちがんＣ うち浜医 うち聖隷浜松

富士 225 110 中東遠 368 97 92

＜ 流出患者の内訳＞

一般病床 一般病床

＜ 流出患者の内訳＞ （単位：人）

 駿東田方への流出患者数

うち順天堂 うちがんＣ ２病院計

賀茂 145 82 23 105

熱海伊東 150 80 40 120

計 295 162 63 225

一般病床

今回
(R5)

前回
(H29)

前々回
(H26)

増減
(R5-H29)

増減
(R5-H26)

賀茂 流出入型 60.3% 64.6% 62.5% ▲4.3% ▲2.2%

熱海伊東 流出入型 60.5% 61.9% 52.8% ▲1.4% 7.8%

駿東田方 流入型 90.7% 88.4% 88.8% 2.2% 1.9%

富士 流出型 77.8% 78.7% 75.9% ▲0.9% 1.9%

静岡 自己完結型 93.0% 91.6% 91.2% 1.4% 1.7%

志太榛原 自己完結型 81.7% 81.6% 80.8% 0.1% 1.0%

中東遠 流出型 77.0% 75.3% 72.7% 1.7% 4.3%

西部 自己完結型 88.8% 90.3% 89.1% ▲1.5% ▲0.3%

※自己完結率…圏域内の医療機関に入院している割合

＜参考：各医療圏の自己完結率の推移＞（一般病床＋療養病床）

自己完結率

医療圏 区分
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＜参考資料＞２次保健医療圏等構成市町

構成市町名 ２次保健医療圏 ２次救急医療圏 周産期医療地域 精神科救急医療地域

下田市

賀茂 賀茂

東部

東部

東伊豆町

河津町

南伊豆町

松崎町

西伊豆町

熱海市
熱海伊東

熱海

伊東市 伊東

伊豆市

駿東田方

駿豆

伊豆の国市

沼津市

三島市

裾野市

函南町

清水町

長泉町

御殿場市
御殿場

小山町

富士宮市
富士 富士 富士

富士市

静岡市(清水区)

静岡

清水

中部

静岡静岡市

(葵区,駿河区)
静岡

島田市

志太榛原 志太榛原 志太榛原

焼津市

藤枝市

牧之原市

吉田町

川根本町

磐田市

中東遠 中東遠

西部

中東遠

掛川市

袋井市

御前崎市

菊川市

森町

浜松市(天竜区)

西部

北遠

西部浜松市(天竜区以外)
西遠

湖西市



資料３

静岡県保健医療計画に記載する医療連携体制を担う医療機関等の異動

がんのターミナルケアを担う医療機関（薬局）

新規追加

名称変更

削 除

青葉薬局 西富士宮薬局

福聚薬局 田子浦薬局浅間町店

美琴薬局

旧 新

ヒカリ薬局富士店 ひかり薬局

エムハート薬局浅間本町店 丘薬局

塩坂薬局 あさひ薬局

ウエルシア薬局富士木の宮店 ウエルシア薬局富士松野店



１

令和４年度外来機能報告の集計結果の状況（概要）

１ 要旨

○患者の医療機関選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病

院志向がある中、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担

等の課題が生じている。

○そのため、厚生労働省では外来機能報告制度を創設し、令和４年度から実施している。

２ 外来機能報告の概要

(1) 対象医療機関

病院、有床診療所（※無床診療所も意向があれば、外来機能報告を行うことが可能。今回、

無床診療所の報告無し）

(2) 制度概要

地域の医療機関の外来機能の明確化・連携に向けて、データに基づく議論を地域で進めるた

め、医療機関による外来医療の実施報告（外来機能報告）を実施。

外来機能報告に基づき、協議の場（地域医療構想調整会議）において、「紹介受診重点医療

機関」を決定。

３ 紹介受診重点外来の基準

○初診基準：40％以上（初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合）

○再診基準：25％以上（再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合）

上記基準を満たさない場合であっても、紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上を参考の水準

とする。

４ 令和４年度報告内容（確定値）

報告対象

１ ２ ３ ４

合計基準：〇
意向：〇

基準：〇
意向：×

基準：×
意向：〇

基準：×
意向：×

病院 20 ５ ８ 106 139

診療所 0 ５ 11 127 143

合計 20 10 19 233 282

資料４



令和４年度　外来機能報告の集計結果の状況

構想区域 機関種別
①

基準：〇
意向：〇

②
基準：〇
意向：×

③
基準：×
意向：〇

④
基準：×
意向：×

合計

病院 20 5 8 106 139

診療所 0 5 11 127 143

計 20 10 19 233 282

病院 6 6

診療所 4 4

計 0 0 0 10 10

病院 1 5 6

診療所 6 6

計 0 0 1 11 12

病院 2 3 2 34 41

診療所 1 4 31 36

計 2 4 6 65 77

病院 1 2 9 12

診療所 17 17

計 1 2 0 26 29

病院 5 3 14 22

診療所 1 1 19 21

計 5 1 4 33 43

病院 3 1 7 11

診療所 1 2 10 13

計 3 1 3 17 24

病院 2 12 14

診療所 14 14

計 2 0 0 26 28

病院 7 1 19 27

診療所 2 4 26 32

計 7 2 5 45 59

※様式２未報告の医療機関は、④に含む（１医療機関）

県全体

賀茂

熱海伊東

駿東田方

富士

静岡

志太榛原

中東遠

西部

 ２



令和４年度 外来機能報告 報告状況
基準 基準 参考水準 参考水準
40％以上 25％以上 50%以上 40%以上

構想区域 分類 市区町村 医療機関施設名 医療機関種別 (47)意向

(3) (2)の初
診の外来延
べ患者数に
対する割合
1年間

(9) (8)の再
診の外来の
患者延べ数
に対する割
合 1年間

①基準【患
者割合】合
致
※40％、
25％

(51) 紹介率
(7月時点)

(52) 逆紹介
率 （7月時
点）

②参考水準
【紹介率】
合致
※50％、
40％

地域医療支
援病院

富士 1：基準○、意向○ 富士市 富士市立中央病院 病院 〇 76.1 32.5 〇 70.1 74.8 〇 ○
富士 2：基準○、意向× 富士宮市 富士宮市立病院 病院 66.8 27.3 〇 67.1 49.7 〇 ○
富士 2：基準○、意向× 富士市 医療法人社団秀峰会 川村病院 病院 42.3 34.3 〇 24.3 32.5
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１回目の協議の場（今回） ２回目の協議の場（10月頃）

◆紹介受診重点外来の基準：初診基準：40％以上（初診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合）
かつ

             再診基準：25％以上（再診の外来件数のうち「医療資源を重点的に活用する外来」の件数の占める割合）

◆参考水準：紹介率50%以上かつ逆紹介率40%以上

(※1)基準の達成に向けたスケジュール等を書面又は口頭で説明を求め、その内容を公表する。
(※2)１回目の協議の場での説明が間に合わない場合、２回目の協議の場での説明でも可能。

報告対象

基準○

基準×

意向×

意向○

意向×

紹介受診重点医療機関となることを確認

紹介受診重点医療機関とならないことを確認

紹介受診重点医療機関と
なることを確認
医療機関を呼び、医療機関
による説明(※1)を実施(※2)

対象外

参考水準○

参考水準×

意向○

医療機関に確認の上、再協議

再協議

紹介受診重点医療機関となるこ
とを確認
医療機関を呼び、医療機関によ

紹介受診重点医療機関と
なる・ならないを協議

対象外

再協議認められない場合

認められない場合

認められない場合

なる場合

ならない場合
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１

（医療局医療政策課）

１ 概 要

・現在、2024 年度～2029 年度までを計画期間とする「第９次静岡県保健医療計画」の

策定作業を進めているが、医療法において医療計画への記載が義務づけられている地

域医療構想については、2025 年が期限となっている。

・2025 年以降における地域医療構想について、国は 2024 年度まで検討を行い、2025

年度に県での策定作業を行うこととしている。

２ 計画における地域医療構想の記載

・次期医療計画のうち地域医療構想の項目については、地域医療構想の期間と合わせ

2025 年までを目標とする。

・2025 年度は、保健医療計画のうち地域医療構想のみを見直し、在宅医療等の地域医

療構想に関連した数値目標については、2026 年度の中間見直しにおいて見直しを行

う。

・なお、圏域版における地域医療構想の項目のうち、「必要病床数」及び「在宅医療等

の必要量」については、病床機能報告等の数値の修正を行うとともに、「実現に向け

た方向性」については、これまでの取組や社会情勢の変化等を踏まえ、2025 年に向

けた方向性を地域医療構想調整会議で協議し、計画に記載する。

３ スケジュール

第９次静岡県保健医療計画（圏域版）における地域医療構想の

実現に向けた方向性について

区 分 2023 年度 2024 年度 2025 年度 2026 年度 ～2029 年度

保健医療計画

新しい

地域医療

構想

現行の

地域医療

構想

第８次

計画

第９次

計画
中間見直し
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４ 富士保健医療圏

１ 医療圏の現状

（略）

２ 地域医療構想

（１） 2025 年の必要病床数

ア 2022 年病床機能報告と 2025 年必要病床数

○2025 年における必要病床数は 2,610 床と推計されます。高度急性期は 208 床、急性期は 867

床、回復期は 859 床、慢性期は 676 床と推計されます。

○2022 年の病床機能報告における稼働病床数は 2,379 床です。2025 年の必要病床数と比較する

と 231 床の差が見られます。

○一般病床が主となる「高度急性期＋急性期＋回復期」の 2022 年の稼働病床数は、1,834 床であ

り、2025 年の必要病床数 1,934 床と比較すると 100 床下回っています。特に、回復期病床につ

いては、稼働病床数は 517 床であり、必要病床数 859 床と比較すると 342 床下回っています。

○療養病床が主となる「慢性期」の 2022 年の稼働病床数は 545 床であり、2025 年の必要病床数

676 床と比較すると 131 床下回っています。

【対策のポイント】

◯地域包括ケアシステムの構築に向けて地域医療構想を実現

・「急性期」「回復期」「慢性期」及び「在宅（日常）」の医療機能を充実・強化

・医療機能を担う医療機関等の明確な役割分担とシームレスな連携体制の整備

・隣接する静岡及び駿東田方医療圏との広域的な医療体制の確保

・医師確保の推進

◯特徴的な健康課題の解決

・地域、職域での予防、早期発見、早期治療開始・継続及び重症化予防に係る取組強化

・保険者、医療機関、行政等の関係機関の情報共有及びネットワークの整備

・住民、企業等の理解促進と積極的な取組を推進
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図表４－９：富士医療圏の 2022 年病床機能報告と 2025 年必要病床数数

＜留意事項：病床機能報告と必要病床数との比較について＞

・「病床機能報告」は、定性的な基準に基づき、各医療機関が病棟単位で自ら選択します。

・「必要病床数」は、厚生労働省の定める算定式により、診療報酬の出来高点数等から推計して

います。

・このようなことから、病床機能報告の病床数と必要病床数は必ずしも一致するものではありま

せんが、将来のあるべき医療提供体制の実現に向けて、参考として比較するものです。
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イ 病床機能報告における３年間の推移と 2025 年の必要病床数

○病床機能報告の３年間の推移を見ると、高度急性期機能、回復期機能及び慢性期機能は減少し

ており、急性期機能は減少後増加しています。

図表４－10：富士医療圏における病床機能報告の推移と 2025 年の必要病床数

（単位：床）

555 553 545
676

538 518 517

859

1,153
1,054 1,063

867

260

254 254

208

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

R2(2020)年

病床機能報告
2,506床

R3(2021)年

病床機能報告
2,379床

R4(2022)年

病床機能報告
2,379床

2025年

必要病床数
2,610床

高度急性期

急性期

回復期

慢性期

※病床機能報告は稼働病床数



- 5 -

（２）在宅医療等の必要量

ア 2025 年の在宅医療等の必要量

○在宅医療等については、高齢化の進行に伴う利用者の増加や、病床の機能分化・連携に伴い生

じる追加的な対応により、必要量の増加が見込まれます。

○2025 年における在宅医療等の必要量1は 3,723 人、うち訪問診療分の高齢化に伴う需要分とし

ては 1,612 人と推計されます。

図表４－11：富士医療圏 在宅医療等の 2013 年度供給量と 2025 年必要量

イ 2025 年度の在宅医療等の必要量

○地域医療構想では、療養病床及び一般病床の患者数のうち一定数2は、「在宅医療等」として、

訪問診療や介護施設、外来等により追加的に対応するものとしています。

○この追加的需要も踏まえた、2025 年度における在宅医療等の必要量と提供見込み量は次のとお

りです。

図表４－12：富士医療圏における在宅医療等必要量と提供見込み量（2025 年度）
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1 在宅医療等の必要量については、在宅医療等を必要とする対象者数を表しています。実際には全員が

1日に医療提供を受けるものではなく、その患者の受ける医療の頻度等によって医療提供体制は異な

ってきます。
2 具体的には、「療養病床の入院患者数のうち、医療区分１の患者数の 70％」、「療養病床の入院患者数

のうち、入院受療率の地域差解消分」、「一般病床の入院患者数のうち、医療資源投入量が 175 点未満

（Ｃ３基準未満）の患者数」が、追加的に対応する患者数となります。
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※「うち訪問診療分」については、2013

年度に在宅患者訪問診療料を算定し

ている患者割合から推計しており、病

床の機能分化・連携に伴う追加的需

要分は含まれていない。

（厚生労働省「地域医療構想策定支

援ツール」より作成）

（単位：人/月）

調 整 中




